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第
三
条
第
三
項
中
「
基
盤
法
第
四
十
七
条
の
六
に
規
定

す
る
業
務
に
係
る
経
理
」
を
「
基
盤
法
第
十
一
条
に
規
定

す
る
業
務
に
係
る
経
理
、
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
三
条

に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
基
盤
法
改
正
法
附
則
第

六
条
及
び
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
業

務
に
係
る
経
理
」
に
改
め
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
十
四
号
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第

一
号
」
を
「
第
十
一
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
五

号
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第
二
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二

号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第

三
号
」
を
「
第
十
一
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
七

号
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第
四
号
」
を
「
第
十
一
条
第
四

号
」
に
改
め
、同
条
中
第
三
十
八
号
を
第
三
十
九
号
と
し
、

第
三
十
六
号
か
ら
第
三
十
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
十
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三
十
六

基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
事
項

第
二
十
五
条
第
二
項
中
「
基
盤
法
第
四
十
七
条
の
九
」

を
「
基
盤
法
第
十
四
条
」
に
改
め
、「
強
化
法
第
十
九
条
」

の
下
に
「
、
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
五
条
」を
加
え
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
四
号

基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
五

十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術

総
合
開
発
機
構
の
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
財

務
及
び
会
計
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令

新
エ
ネ
ル
ギ
ー
・
産
業
技
術
総
合
開
発
機
構
の
財
務
及

び
会
計
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
五
年
通
商
産
業
省
令

第
三
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
及
び
石
炭
鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に

伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
を
「
、
石
炭

鉱
業
の
構
造
調
整
の
完
了
等
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等

に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
、「
旧
賠
償
法
」
と
い
う
。）」
の

下
に
「
並
び
に
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
基
盤

法
改
正
法
」
と
い
う
。）」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
一
項
中
「
第
四
十
七
条
の
六
」
を
「
第
十
一

条
」
に
改
め
、「
第
五
条
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
経
理
」

の
下
に
「
、
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
六
条
及
び
基

盤
法
改
正
法
附
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
業
務
に
係
る
経

理
」
を
加
え
る
。

〇
経
済
産
業
省
令
第
二
十
五
号

基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、

及
び
石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
七
十
一
号
）
第
四

十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
油
代
替
エ
ネ
ル

ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
二
十
四
日

経
済
産
業
大
臣

平
沼

赳
夫

石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進

に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

石
油
代
替
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
及
び
導
入
の
促
進
に
関

す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第

三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
十
五
号
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第
一
号
」
を

「
第
十
一
条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
六
号
中
「
第

四
十
七
条
の
六
第
二
号
」
を
「
第
十
一
条
第
二
号
」
に
改

め
、
同
条
第
十
七
号
中
「
第
四
十
七
条
の
六
第
三
号
」
を

「
第
十
一
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
十
八
号
中
「
第

四
十
七
条
の
六
第
四
号
」
を
「
第
十
一
条
第
四
号
」
に
改

め
、
同
条
中
第
二
十
九
号
を
第
三
十
二
号
と
し
、
第
十
九

号
か
ら
第
二
十
九
号
ま
で
を
三
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十

八
号
の
次
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

十
九

基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改
正
す
る

法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
号
。
以
下
「
基
盤

法
改
正
法
」
と
い
う
。）附
則
第
十
三
条
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
六
条
に

規
定
す
る
基
盤
法
改
正
法
附
則
第
二
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
承
継
し
た
株
式
の
処
分
に
関
す
る
事
項

二
十

基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定

す
る
基
盤
法
改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
基
盤
法
第
三
十
一
条
第
一
項
第
一
号
及
び
基
盤
法

改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
基
盤
法
第

三
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
貸
し
付
け
ら
れ
た

資
金
に
係
る
債
権
の
管
理
及
び
回
収
に
関
す
る
事
項

二
十
一

基
盤
法
改
正
法
附
則
第
十
四
条
第
二
項
に
規

定
す
る
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
事
項

附

則

こ
の
省
令
は
、
基
盤
技
術
研
究
円
滑
化
法
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
四
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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